
（別添１） 

【長瀞町】 

端末整備・更新計画 

 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度

 
① 児童生徒数 ３９６ ３７４ ３５５ ３３８ ３２１

 
② 予備機を含む 

整備上限台数
０ ４３０ ０ ０ ０

 
③ 整備台数 

（予備機除く）
０ ３７４ ０ ０ ０

 
④ ③のうち 

基金事業によるもの
０ ３７４ ０ ０ ０

 
⑤ 累積更新率 ０ １００％ １０６％ １１１％ １１７％

 
⑥ 予備機整備台数 ０ ５６ ０ ０ ０

 
⑦ ⑥のうち 

基金事業によるもの
０ ５６ ０ ０ ０

 
⑧ 予備機整備率 ０ １５％ ０ ０ ０

 
※①～⑧は未到来年度等にあっては推定値を記入する 

（端末の整備・更新計画の考え方） 

　令和７年度末に全端末を更新し、令和８年度から運用開始する予定。 

児童生徒数は令和８年度以降減少していく見込みであり、修理対応も予備機で可能で

あるため、原則として追加整備はしない。 

 

（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 

　〇対象台数：４８０台 

　〇処分方法 

　　使用済端末は、動作可能なものを業務やオンライン会議の補助端末として活用する

等、学校の要望も踏まえて利用方法を検討する。再利用が困難な場合は、小型家電リ

サイクル法の認定事業者や資源有効利用促進法に基づく製造事業者へ委託し、適切に

再資源化し、廃棄は最小限に抑える。また、いずれの場合においても全端末のデータ

消去を徹底する。 

 

　〇端末のデータの消去方法 

　　・処分事業者へ委託する 

　〇スケジュール（予定） 

　　令和８年４月 新規購入端末の使用開始 

　　令和９年１月 処分事業者 選定 

　　令和９年３月 使用済端末の事業者への引き渡し


